
気象キャスターネットワーク 会員について 

                                 2016年 4月 15日 作成 

 

1． 会員種別について 

正会員、一般会員、学生会員、賛助会員、名誉会員の 5種類で構成される。 

 

【正会員】気象キャスターネットワークの趣旨に賛同し、活動に積極的に参加する個人 

  ※正会員全員が講師や講演をできるわけではありません 

【一般会員】気象キャスターネットワークの趣旨に賛同する個人 

【学生会員】学生で気象キャスターネットワークの趣旨に賛同する個人 

  ※「学生」とは社会人経験の無い大学院、大学、短大、専門学校、高校に在籍する者を指す。 

【賛助会員】気象キャスターネットワークの趣旨に賛同し、財政的な援助を行う個人及び法人 

【名誉会員】WCNの活動に大きく貢献した者の中から理事会で推薦し、総会で承認を受けた個人及び団 

体 

 

2． 会員登録までの手順 

・入会希望者は、WCNウェブサイト上より申請 

・事務局から、入会費および年会費の案内をメール連絡。 

・振込があった日付を入会日とする。 

・振込は一括納入とする。 

その後、事務局から会員証の発行と会員メーリングリストへの登録を行う。 

 

3． 入会費および年会費について 

各種別の入会費、年会費 

 

 入会費 年会費 

正会員 10,000円 12,000円 

一般会員 5,000円 6,000円 

学生会員 0円 3,000円 

賛助会員 50,000円 100,000円 

 

※名誉会員は会費無料 

※会費の振込期限は 3 月末日まで（期限までに納入が確認できない場合は、活動に参加で

きない場合がある） 

※2年間会費の納入が無い場合は、会員資格が失効となる。 

 

4．会員資格の期限について 



  会員資格は 1月～12月とする。 

   

  ※学生会員の資格と卒業について 

  卒業年一杯は会員資格が保持される。（3月卒業、9月卒業の場合は、その年の 12月まで） 

  その後は一般会員や正会員などへ移行。 

なお、高校から大学、大学から大学院など、進学の場合は引き続き学生会員の資格が保持される。 

 

5． 会員種別の移行 

 会員種別の移行および掛かる費用については以下の通り定める。 

 移行後の種別 

正会員 一般会員 学生会員 賛助会員 

移行前 

正会員 ＊＊＊ 

入会費および年会費差額の 

返金はなし 

移行不可 入会費差額   40,000 円 

年会費差額   88,000 円 

（又は年会費 100,000 円） 

一般会員 

入会費差額   5,000 円 

年会費差額   6,000 円 

（又は年会費 12,000 円） 

＊＊＊ 

移行不可 入会費差額   45,000 円 

年会費差額   94,000 円 

（又は年会費 100,000 円） 

学生会員 

入会費差額  10,000 円 

年会費差額   9,000 円 

（又は年会費 12,000 円） 

入会費差額   5,000 円 

年会費差額   3,000 円 

（又は年会費  6,000 円） 

＊＊＊ 

入会費差額   50,000 円 

年会費差額   97,000 円 

（又は年会費 100,000 円） 

賛助会員 

入会費および年会費差額

の返金はなし 

入会費および年会費差額の 

返金はなし 

移行不可 

 
＊＊＊ 

≪想定されるパターン≫ 

・学生会員から一般会員 

  大学を卒業後も当会の活動に引き続き参加していきたいという意思がある など。 

・学生会員から正会員 

  大学卒業後も当会の活動に積極的に参加する意思を持った、新卒で気象キャスターになった など。 

・一般会員から正会員 

  気象キャスターになった、当会の活動に積極的に参加する意思を持った など。 

・正会員から一般会員 

  仕事環境、出産、海外への転居など個人の理由で正会員としての活動が難しくなった など。 

 

  ※その後、一般会員から正会員へ再び移行した場合、入会費の差額は無し。 

  ※休会という制度はない。 

  ※退会、もしくは会員資格の失効のあと、再度入会する場合は入会金が必要となる 

 

 

6、会員種別の移行、退会希望の手続きについて 



・希望者は WCNウェブサイト上より申請 

・事務局が手続きを行なった後、会員種別の変更、退会手続き完了の連絡をする。 

※会員種別の変更で差額が発生する場合は、振込確認後、事務局で手続きを行う。 

※退会の際の会費未納分について 

会員の種別にかかわらず、未納期間中に、当会の活動に参加したり、謝礼を受け取ったりしていた

場合は、過去に遡って会費を支払う。 

 

 

 

以上 


